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軽
自
動
車
税
の
税
率
が
改
正
さ
れ
ま
す

車種区分 現行年額 ①改正年額
平成 28年度分から

原動機付自転車

50cc 以下 1,000 円 2,000 円
50cc 超 90cc 以下 1,200 円 2,000 円
90cc 超 125cc 以下 1,600 円 2,400 円
３輪以上 20cc 超 50cc 以下（ミニカー） 2,500 円 3,700 円

軽自動２輪のもの 125cc 超 250cc 以下 2,400 円 3,600 円
２輪の小型自動車 250cc 超 4,000 円 6,000 円

小型特殊自動車
農
耕
用

２輪のもの 1,600 円 2,000 円

４輪のもの 1,000cc 以下 2,400 円 3,000 円
1,000cc 超 3,100 円 3,900 円

特殊作業用 4,700 円 5,900 円

■図１　原動機付自転車および２輪車などの税率表

車種区分 ②現行年額 ③改正年額 ④重課税率（年額）
平成 28年度分から

３輪のもの 3,100 円 3,900 円 4,600 円

４輪以上のもの
乗用のもの

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円
自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

貨物用のもの
営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

■図２　３輪および４輪以上の軽自動車の税率表

問
　

 

伊
奈
庁
舎
税
務
課　

☎
58
‐

２
１
１
１
（
内
線
１
１
３
４
）

　

問
　

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
谷
和
原
庁
舎
１
階
）
☎
25

‐
３
２
８
８
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クレジットカード

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
は
、
商
品

や
サ
ー
ビ
ス
の
代
金
を
後
払
い
す

る
こ
と
が
で
き
る
カ
ー
ド
で
す
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
の
審
査
に
よ
り
、
カ
ー
ド
発

行
の
可
否
や
利
用
可
能
枠
が
設
定
さ
れ
ま
す
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
主
な
支
払
方
式
に

は
、
翌
月
一
括
払
い
、
ボ
ー
ナ
ス
払
い
、
分
割

払
い
、
※
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
払
い
な
ど
が
あ
り
、

支
払
方
式
に
よ
っ
て
は
手
数
料
が
か
か
り
ま

す
。　

 

収
入
と
支
出
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
事

くらしのＱ＆Ａ

Ｑ

Ａ

　クレジットカードを利用して買い物をしよう
と考えています。どんなことに注意すればよい
ですか。　　　　　　　　　　　（20代・男性）

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
お
よ
び
市

税
条
例
の
改
正
に
よ
り
、
軽
自
動
車

税
の
税
率
が
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ

ま
す
。

■
原
動
機
付
自
転
車
な
ど

　

図
１
の
①
改
正
後
の
税
率
が
平
成

28
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
軽
自
動
車
税

○
平
成
26
年
度
以
前
に
所
有
し
て
い

　

る
車
や
中
古
車
を
取
得
し
た
場
合

　

は
、
図
２
の
②
現
行
の
税
率
が
適

　

用
さ
れ
ま
す
。（
税
額
の
変
更
は

　

あ
り
ま
せ
ん
）

○
平
成
27
年
４
月
１
日
以
降
に
最
初

　

の
新
規
検
査
を
受
け
た
車
両
を
取

　

得
し
た
場
合
は
、
図
２
の
③
改
正

　

後
の
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

○
平
成
28
年
度
分
か
ら
、
最
初
（
新

　

車
）
の
新
規
検
査
か
ら
13
年
を
経

　

過
し
た
車
を
所
有
し
て
い
る
場
合

　

に
は
、
図
２
の
④
重
課
税
率
が
適

　

用
さ
れ
ま
す
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
は
ス
マ
ー
ト
で
便
利
に

見
え
ま
す
が
、後
払
い
の
借
金
と
も
い
え
ま
す
。

自
分
の
収
入
や
自
分
に
合
っ
た
支
払
方
式
、
支

払
期
間
を
考
え
、
計
画
的
に
利
用
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

　

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
や
暗
証
番

号
な
ど
を
他
人
に
知
ら
れ
、
不
正
利
用
さ
れ
る

ト
ラ
ブ
ル
も
起
き
て
い
ま
す
。
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
は
正
し
く
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

※
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
払
い
…
利
用
可
能
枠
の
範
囲

で
月
々
一
定
額
を
支
払
う
方
式

「市長と “みらい ”を語る集い」延期のお知らせ
　広報８月号（No.14 ページでお知らせいたしました「市長とみ
らいを語る集い」は、延期とさせていただきます。予定される地
域の皆さまにはあらためてご案内いたします。何卒、ご了承の程
よろしくお願いいたします。
【延期になる日程】
■日時…１月 30日㈯　午前 10時～ 11時 30分
■開催場所・対象地区…小絹コミュニティセンター（小絹地区対象）


